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都道府県の概要
都道府県は、地方自治法第２条第５項の規定により、市町村を包括する広域の地
方公共団体をいう。

（１）広域にわたるもの、（２）市町村に関する連絡調整に関するもの及び（３）その
規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるも
のを処理する。

（１）広域事務

（２）連絡調整事務

（３）補完事務

複数の市区町村にまたがる広範な区域において処理することが求められる事務

国等や都道府県等と市町村との間の連絡調整、市町村相互間の連絡・連携・調整等

その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められる
事務

資料３

（神奈川県広域連携課作成）
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指定都市制度の概要

（総務省ＨＰより抜粋）
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指定都市制度の概要（つづき）

（総務省ＨＰより抜粋）
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地方公共団体の主な役割分担の現状

（第30回地方制度調査会第６回小委員会資料を基に神奈川県広域連携課作成）



事　　務 根拠条文（H25.6答申時点） ※1 ※2 ※3

1 保育士試験・登録 児童福祉法第１８条の８、第１８条の１８等 ○

2 介護支援専門員の登録 介護保険法第６９条の２等 ○

3 都道府県介護保険事業支援計画の策定 介護保険法第１１８条等 ○

4 国民健康保険組合の設立認可 国民健康保険法第１７条等

5 都道府県福祉人材センタ－の指定 社会福祉法第９３条等 ○

6 都道府県障害福祉計画の策定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第８９条等

○

7 都道府県老人福祉計画の策定 老人福祉法第２０条の９等 ○

8 医療計画の策定 医療法第３０条の４等 ○

9 精神科病院の設置 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第１９条の７等 ○

10 臨時の予防接種の実施 予防接種法第６条等 ○

11
流域下水道の設置・管理
（市町村は都道府県と協議の上、設置・管理が可能）

下水道法第２５条の２等

12 浄化槽工事業者の登録 浄化槽法第２１条等 ○

13
飲食店営業等に関する公衆衛生上の施設基準の策定
（指定都市は必要な制限を付加する基準の策定が可能）

食品衛生法第５１条等
（地方自治法施行令第１７４条の３４等）

○

14 麻薬取扱者及び向精神薬取扱者（一部）の免許 麻薬及び向精神薬取締法第３条、第５０条等 ○

15 都市計画基礎調査の実施 都市計画法第６条等 ○

16 都市計画事業（一部）の施行認可 都市計画法第５９条等 ○ ○

17 都市計画区域の指定 都市計画法第５条等 ○

18 空港・上下水道等の広域的に決定すべき都市施設に係る都市計画の決定
都市計画法第１５条第１項第２号～第７号、第８７条の２、令第
４５条等

○

19 土地利用基本計画の策定 国土利用計画法第９条等 ○

20 土地取引の規制区域の指定 国土利用計画法第１２条等 ○ ○

21 指定区間内の一級河川の管理 河川法第９条、令第２条等 ○ ○

22 二級河川の管理 河川法第１０条等 ○ ○

23 直轄区域以外の砂防設備の管理 砂防法第５条等 ○

24 直轄区域以外の海岸保全区域等の管理 海岸法第５条等 ○ ○

25 地すべり防止区域の管理 地すべり等防止法第７条等 ○

26 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条等 ○ ○

27 解体工事業者の登録 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２１条等 ○

28 農用地区域内における開発行為の許可 農業振興地域の整備に関する法律第１５条の２等 ○ ○ ○

29
農業振興地域整備基本方針の作成
農業振興地域の指定
市町村が定める農用地利用計画の同意

農業振興地域の整備に関する法律第４条、第６条、第８条等 ○

30 地域森林計画の策定 森林法第５条等 ○

31 民有林の開発行為の許可 森林法第１０条の２等 ○ ○

32 保安林の指定（一部）・管理 森林法第２５条の２、第３４条等 ○

33 私立幼稚園の設置認可 学校教育法第４条第１項第３号等 ○

34 私立小学校・中学校・高等学校等の設置認可 学校教育法第４条第１項第３号等 ○

35 学校法人（一部）の設立認可 私立学校法第４条、第３０条等 ○

36 防衛大臣への自衛隊の災害派遣の要請 自衛隊法第８３条等 ○

37 市町村消防の支援のための航空消防隊の設置 消防組織法第３０条等

38 都道府県警察の設置 警察法第３６条等

39 道路における交通の規制 道路交通法第４条等 ○

40 公害健康被害の補償給付 公害健康被害の補償等に関する法律第４条等 ○

41 第一種フロン類回収業者の登録
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に
関する法律第９条等

○

42 ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定、対策計画の策定 ダイオキシン類対策特別措置法第２９条、第３１条等 ○ ○

※1

※2

※3

（神奈川県広域連携課作成）

　地方自治法第２５２条の１７の２に基づく条例による事務処理の特例により、一以上の指定都市に移譲されている事務

都道府県の事務のうち指定都市に移譲されていない主な事務
（第30次地方制度調査会答申別表より）

　指定都市及び指定都市を包括する道府県に対して行われた事務の移譲に関する意向調査（平成２４年１０月～平成２５年２月）において賛否の回答があったも
ののうち、３分の２以上の指定都市が移譲に賛成とした事務

　同調査において賛否の回答があったもののうち、３分の２以上の指定都市を包括する道府県が移譲に賛成とした事務



財政状況① 財政規模［令和元年度決算］

標準財政規模

財政力指数標準税
収入額等 普通交付税 臨財債

発行可能額

神奈川県 13,043 10,943
（83.9%）

1,043
（8.0％）

1,056
（8.1％） 0.90

横浜市 9,448 8,805
（93.2%）

218
（2.3％）

425
（4.5％） 0.97

川崎市 3,742 3,742
（100％） - - 1.02

相模原市 1,720 1,412
（82.1%）

157
（9.1％）

151
（8.8％） 0.89

（単位：億円）

指定都市所在道府県は、指定都市より財政力指数は小さく、本県でも同様の傾向

※各表中の金額は、表示単位未満四捨五入しているため、合計と符合しないことがある。

指定都市所在道府県平均：0.66 指定都市平均：0.86



財政状況② 歳入の状況［令和元年度決算］
一般財源に占める税収額等は指定都市のほうが高い傾向。
県は地方交付税・臨時財政対策債に頼った財政運営となっている。

（単位：億円）

※神奈川県の金額は、税交付金を除いている。

歳入
総額 一般

財源
県債
市債税・譲与税

・税交付金 交付税 臨財債 臨財債
以外

神奈川県 16,838 12,118 10,930
[90.2%]

1,070
[8.8%] 2,100 1,056

<50.3%>
1,043

<49.7%>

横浜市 17,941 9,747 9,419
[96.6%]

237
[2.4%] 1,858 425

<22.9%>
1,432

<77.1%>

川崎市 7,391 4,036 3,982
[98.7%]

14
[0.3%] 475 - 475

<100%>

相模原市 3,066 1,691 1,499
[88.6%]

173
[10.2%] 279 150

<53.8%>
129

<46.2%>

※[ ]は、一般財源に占める割合を示す。 ※< >は、県債市債に対する割合を示す。



財政状況③ 歳出の状況［令和元年度決算］

歳出
総額

義務的経費 その他の経費
投資的
経費人件費 扶助費 公債費

国保・
後期高齢・
介護保険

左記以外

神奈川県 13,722 9,005
(65.6%)

4,571
(33.3%)

1,407
(10.3%)

3,027
(22.1%)

2,139
(15.6%)

2,249
(16.4%)

328
(2.4%)

横浜市 11,031 6,547
（59.3％）

2,993
(27.1%)

1,795
(16.3％)

1,758
(15.9%)

961
(8.7%)

2,848
（25.8％）

676
（6.1％）

川崎市 4,670 2,692
（57.6％）

1,257
(26.9%)

749
(16.0%)

685
(14.7%)

324
(6.9%)

1,508
（32.3％）

146
（3.1％）

相模原市 1,892 1,193
（63.1％）

604
(31.9%)

319
(16.9%)

270
(14.3%)

173
(9.1%)

477
（25.2％）

49
（2.6％）

（単位：億円）

※地方財政状況調査等を基に一部県推計
※神奈川県の金額は、税交付金を除いている。また、市では扶助費となる子ども子育て関係（保育所給付費負担金等）、
障害関係（障害福祉サービス費等負担金等）とそれらに関連する県単補助金については、扶助費に付替えて計上している。

政策的な判断で活用できる一般財源は、指定都市の方が県よりも多い。

＜一般財源ベース＞



４　令和元年度県税決算額の市町村別税収額（推計）

個　人 法　人 利子割 自動車税 環境性能割 種別割

横 浜 市 117,302 19,371 707 120,883 132,127 2,614 16,334 36,056 1,256 308 23,117 470,076 40.75 ％

川 崎 市 49,567 6,065 292 37,616 51,342 815 8,975 11,237 391 96 10,922 177,319 15.37

相 模 原 市 17,761 2,150 107 12,547 24,577 544 5,407 7,506 261 64 3,859 74,785 6.48

横 須 賀 市 16,479 1,376 55 8,934 13,836 276 244 3,801 132 32 2,034 47,201 4.09

平 塚 市 11,141 1,213 37 7,761 9,237 228 775 3,142 109 27 1,326 34,994 3.03

鎌 倉 市 11,522 644 38 3,840 6,134 123 108 1,697 59 14 856 25,036 2.17

藤 沢 市 23,787 1,736 77 10,777 14,784 319 272 4,403 153 38 2,312 58,658 5.08

小 田 原 市 8,145 867 27 5,372 7,079 166 569 2,287 80 20 1,191 25,803 2.24

茅 ヶ 崎 市 11,849 553 39 3,311 7,530 180 151 2,486 87 21 1,288 27,496 2.38

逗 子 市 3,593 90 12 382 1,808 41 36 567 20 5 267 6,820 0.59

三 浦 市 1,592 71 5 298 1,496 35 26 478 17 4 220 4,240 0.37

秦 野 市 6,460 413 22 2,389 5,569 138 495 1,902 66 16 906 18,376 1.59

厚 木 市 10,541 2,890 35 20,594 9,391 204 1,678 2,808 98 24 1,584 49,846 4.32

大 和 市 11,171 664 37 3,757 7,892 164 1,786 2,258 79 19 1,447 29,273 2.54

伊 勢 原 市 4,736 503 15 3,231 3,637 91 307 1,253 44 11 519 14,347 1.24

海 老 名 市 6,378 589 20 3,531 4,740 108 1,009 1,491 52 13 796 18,726 1.62

座 間 市 5,518 373 18 2,107 4,219 95 978 1,316 46 11 747 15,428 1.34

南 足 柄 市 1,626 147 6 941 1,455 39 125 544 19 5 254 5,160 0.45

綾 瀬 市 3,367 317 11 1,873 3,058 73 632 1,002 35 9 523 10,898 0.94

葉 山 町 1,950 45 6 166 992 29 20 395 14 3 168 3,788 0.33

寒 川 町 1,913 254 6 1,631 1,757 43 30 589 21 5 271 6,521 0.57

大 磯 町 1,641 65 6 362 1,009 30 94 408 14 3 180 3,811 0.33

二 宮 町 1,404 28 5 104 861 24 83 334 12 3 138 2,996 0.26

中 井 町 344 175 1 1,247 441 11 28 147 5 1 113 2,514 0.22

大 井 町 644 45 2 213 596 17 51 231 8 2 105 1,913 0.17

松 田 町 428 37 1 213 385 10 32 144 5 1 133 1,390 0.12

山 北 町 351 40 1 228 395 11 29 155 5 1 76 1,293 0.11

開 成 町 766 139 2 992 608 16 55 219 8 2 111 2,918 0.25

箱 根 町 483 108 2 367 665 12 33 168 6 1 206 2,051 0.18

真 鶴 町 237 9 1 22 229 6 20 79 3 1 42 648 0.06

湯 河 原 町 837 50 3 172 858 19 71 263 9 2 166 2,450 0.21

愛 川 町 1,470 290 5 1,886 1,623 43 294 590 21 5 302 6,527 0.57

清 川 村 110 5 0 18 119 4 23 51 2 0 36 370 0.03

合 計 335,113 41,322 1,602 257,764 320,450 6,526 40,770 90,008 3,135 769 56,214 1,153,672 100.00

　　２　表示単位未満四捨五入のため、市町村ごとの合計、税目ごとの合計は一致しない場合がある。

構成比

備考１　各市町村の税収額を算定するに当たって、各県税事務所等別の決算額を用いることは、個人県民税を除いて

　　　税制度上適当ではないので、法人県民税については法人市町村民税の市町村別構成比によってあん分するなど
　　　して、税目ごとに適切な方法により推計したものである。　

（単位　百万円）

区 分
県　　民　　税 法 人

事 業 税
地 方
消 費 税

自 動 車
取 得 税

軽 油
引 取 税

自　動　車　税 そ の 他
の     税

合　　計

取扱注意
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